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使用時間区分および基本使用料

区　　分 １８時から
２２時まで

１３時から９時から

２２時まで１７時まで２２時まで１７時まで１２時まで

１，８００円４，１００円１，８００円５，９００円３，６００円１，４００円調理室

４００円９００円４００円１，３００円８００円３００円さくらの間（和室）

８００円１，８００円８００円２，５００円１，６００円６００円さつき・きりしまの間（和室）

５００円１，０００円５００円１，５００円９００円３００円杉の間（和室）

１，０００円２，２００円１，０００円３，２００円２，０００円７００円２５号室

１，１００円２，５００円１，１００円３，６００円２，２００円８００円松竹の間（和室）

３，６００円８，０００円３，６００円１１，６００円７，１００円２，７００円大会議室

１，０００円２，４００円１，０００円３，４００円２，１００円８００円講義室

２，６００円５，９００円２，６００円８，６００円５，３００円２，０００円青年室（和室）

八鹿公民館　笑緯６６２崖６１４１

使用時間区分および基本使用料

区　　分 １８時から
２２時まで

１３時から９時から

２２時まで１７時まで２２時まで１７時まで１２時まで

１８，０００円４０，５００円１８，０００円５８，６００円３６，０００円１３，５００円ホール
※下段は土・日・祝日 ２２，０００円４９，５００円２２，０００円７１，６００円４４，０００円１６，５００円

７００円１，５００円７００円２，１００円１，３００円５００円２号室

８００円１，８００円８００円２，６００円１，６００円６００円３号室

１，１００円２，５００円１，１００円３，５００円２，２００円８００円４号室

２，６００円５，８００円２，６００円８，３００円５，１００円１，９００円展示室

８００円１，８００円８００円２，６００円１，６００円６００円２２号室

１，９００円４，３００円１，９００円６，２００円３，８００円１，４００円２３号室

八鹿文化会館　笑緯６６２崖６１４１

　第２５回養父市議会定例会において、「養父市立公民館条例等の一部を改正する条例の

制定について」「養父市立体育施設設置及び管理条例の制定について」「養父市都市公園

条例の一部を改正する条例の制定について」の各議案が可決され、本年１０月１日から各

公民館、体育施設などの使用料が変わります。

　使用申し込みは、使用する月の６カ月前（八鹿文化会館ホールおよびホール使用関連

箇所は１年前）の月の初日から申し込み順で受け付けます。

※以下の施設については、冷暖房などを使用した際の料金加算があります。詳しくは、

お問い合わせください。


